
平成19年５月橋本市議会臨時会会議録（その４） 

平成19年５月14日（月） 

                                         

 日程第８ 承認第１号 専決処分事項の承

認について（平成18年度橋本市一般会計補

正予算（第６号）） から、日程第13 選第

１号 橋本市監査委員の選任について ま

での６件 

○議長（中上良隆君）日程第８ 承認第１号

専決処分事項の承認について（平成18年度橋

本市一般会計補正予算（第６号）） から、日

程第13 選第１号 橋本市監査委員の選任に

ついて までの６件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）それでは、５月市議会

臨時会に上程しております各議案についてご

説明を申し上げます。 

 本議会には３月30日に市長専決を行った平

成18年度橋本市一般会計補正予算（第６号）

など予算の承認案件２件と、橋本市税条例の

一部改正など条例の承認案件３件及び選１件

を議案として上程をさせていただきました。 

 まず、承認第１号は、平成18年度橋本市一

般会計補正予算（第６号）であります。本補

正予算は、歳入では３月定例市議会以降に増

額が確定した市税・地方譲与税をはじめ、利

子割交付金などの各交付金・交付税・市債等

で増減額が生じたため補正をするほか、歳出

の主なものといたしましては、開発協力金の

確定による地域開発整備基金積立金などを増

額補正するとともに、繰越明許費及び地方債

の追加・変更をあわせて補正したものであり

ます。 

 次に、承認第２号は、平成18年度橋本市介

護保険特別会計補正予算（第４号）でありま

す。本補正予算は既に平成18年度中に予算化

されている地域介護・福祉空間整備等補助金

において、翌年度へ繰り越す必要が生じたた

め繰越明許費を追加するものであります。 

 いずれの補正予算も急施を要したため、地

方自治法179条第１項の規定に基づき、３月30

日に市長において専決処分をしたもので、同

条第３項の規定により議会の承認を求めるも

のであります。 

 承認第３号の橋本市税条例の一部を改正す

る条例、承認第４号の橋本市都市計画税条例

の一部を改正する条例及び承認第５号の橋本

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

につきましては、地方税法の一部を改正する

法律が平成19年４月１日から施行されたこと

に伴う所要の改正を行うものであり、いずれ

も急施を要したため、地方自治法第179条第１

項の規定に基づき、３月31日に市長において

専決処分をしたもので、同条第３項の規定に

より議会の承認を求めるものであります。 

 選第１号につきましては、橋本市監査委員

として中谷晉氏を選任いたしたく、地方自治

法第196条第１項の規定により議会の同意を

求めるものであります。 

 以上、承認５件及び選１件についてご説明

を申し上げました。 

 議員各位にはよろしくご審議の上、ご賛同

を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（中上良隆君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）大変恐れ入ります。

一部議案書の中に誤りがございますので、訂

正をお願いするとともにおわびを申し上げた

いと思います。正誤表をお配りさせていただ

いておりますが、議案書10ページのところで

ございまして、地方債補正の変更として、合

併特例事業の限度額の補正後の数値を16
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億7,410万円と定めておりますが、正しくは16

億7,480万円でございます。訂正のほどよろし

くお願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で質疑を終結いたします。 

 失礼をいたしました。  お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第２号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）ご了承願います。 

 説明が終わりました。 

 これより、承認第１号について質疑を行い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑ありませんか。 ○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 ○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第１号については、会議規則第37

条第３項の規定により、委員会の付託を省略

したいと思います。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これにご異議ありませんか。  これより、承認第２号 専決処分事項の承

認について（平成18年度橋本市介護保険特別

会計補正予算（第４号）） を採決いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

 これより討論に入ります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論する方ありませんか。 ○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  よって、本件は承認することに決しました。 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第３号につ

いて質疑を行います。  これより、承認第１号 専決処分事項の承

認について（平成18年度橋本市一般会計補正

予算（第６号）） を採決いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

○２番（阪本久代君）市税条例の一部を改正

することによって、この市税の収入がどのよ

うに変わるのか。どの部分で増えてどの部分

で減ることがあるのか、ちょっとよくわから

ないんですが。どういう人に負担がかかるの

か、また負担が下がることもあるのかどうか

ということについての説明をお願いいたしま

す。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第２号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 ○議長（中上良隆君）総務部長。 

－2－ 



○総務部長（中山哲次君）今回の条例改正に

つきましては、地方税法の一部改正に伴いま

す市条例の改正になってございまして、今回

の条例改正につきましては、直接的には市民

の方々に税の増減というのは原則生じない内

容となってございまして、市民税の納税義務

者等第23条の部分で一例を挙げますと、法人

課税信託に引き受けを行う個人は会社として

みなすため法人税割の納税義務者に追加する

ための条文の追加をする内容にはなってござ

いますし、たばこ税の税率につきましても、

特定税率を廃止して本則に規定する条文の整

備でございまして、要は附則に書いていたも

のを本則に書くということで、税率の変更は

なしというふうなことになってきております。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決しました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第４号につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第４号については委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上です。 ○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第３号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これにご異議ありませんか。  これより、承認第４号 専決処分事項の承

認について（橋本市都市計画税条例の一部を

改正する条例） を採決いたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

 これより討論に入ります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論する方ありませんか。 ○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  よって、本件は承認することに決しました。 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、承認第５号につ

いて質疑を行います。  これより、承認第３号 専決処分事項の承

認について（橋本市税条例の一部を改正する

条例） を採決いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

○２番（阪本久代君）基礎課税額を53万円か

ら56万円に上げるということなんですけれど
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も、対象になるのが何世帯で、このことによ

って国民健康保険税の増収がどのぐらいにな

ると見込まれているのかお尋ねします。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）今回の改正で

すけれども、国民健康保険の課税は基礎部分、

医療に係る課税と介護納付金に係る課税分が

ありますが、今回はその基礎部分、医療に係

る課税限度額を３万円引き上げて56万円とす

るものでございます。この改正案で試算しま

すと、賦課限度額の56万円となる世帯数は

約260世帯と見込んでおります。国民健康保険

世帯の約1.97％の見込みであります。税額と

して約740万円程度増加する見込みでありま

す。 

 以上です。 

○議長（中上良隆君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）まず１点、お尋ねした

いのは、国の改正があったから、本市として

も最高限度額を53万円から56万円に引き上げ

るということでありますけれども、これはど

うしてもやらなければならないのでしょうか。

私の記憶では、今までに国が示す限度額を下

回る最高限度額ということで、本市の国民健

康保険が運営されてきたというふうに、そう

いう認識を持つのですが、今回はどうしても

国の改正、即、本市も最高限度額を引き上げ

ると、この点について説明を求めます。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）今回の改正で

すけれども、国が定める基準の基礎税額、医

療の分賦、課税限度額は平成９年度から53万

円で推移しております。今回、10年ぶりの引

き上げとなります。本市におきましては、平

成12年度から７年ぶりの引き上げになります。

今回、地方税法の改正に伴い、すぐ引き上げ

なければならないかという趣旨のご質問なん

ですけれども、国民健康保険会計自身、非常

に全国的にもそうなんですけれども、本市の

場合につきましても厳しい運営状況を続けて

おります。それと、平成20年から、医療制度

改革が大幅に変わりまして、後期高齢者医療

制度も新たに導入されることになります。こ

れらにつきましても、新たな75歳以上の方の

負担が必要になるわけですけれども、これは

本人からの保険料に加えて、国民健康保険会

計からの負担金も発生する見込みであります。

詳しい内容については、まだ、現在、後期高

齢者医療の協議会で検討されておりますけれ

ども、これらを勘案しましたら平成20年度に

もし改正が必要とするならば、いっときにな

る可能性も否定できないと考えております。

非常に急激な保険料増負担が発生する可能性

もあります。ですから、国の制度改正に合わ

せて、国から限度額は示されていたわけです

けれども、その都度その都度やっぱり対応す

べきものは対応していくほうが、国民健康保

険財政の運営上非常に最良の道かなと思って

おります。負担が増えることにつきましては、

最良ではなく、どうしても負担が多くなると

いうことで、ご迷惑をかけると思うんですけ

れども、財政運営を考えた場合やむを得ない

選択肢だと思っております。 

○議長（中上良隆君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）私はこの国民健康保険

事業で、一番問題意識を持っておるのは資格

証明書の発行の件であります。これは全国的

にも、国の強い指導の中で国民健康保険税を

３カ月から６カ月滞納した場合に短期被保険

者証の発行と、１年以上の滞納の場合に資格

証明書を発行していくと。とりわけ、資格証

明書の発行によって、これは病院に行くこと

を、行くことというのか、行けない状況も出

てきます。それは100％いったん医療費を負担

をしなければならない。こういうことから、

いろんなマスコミの報道等でも、資格証明書
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の発行されている方が、病院に行けずに死に

至らしめる、命が奪われる、こういった報道

も目にするわけであります。 

○健康福祉部長（上田敬二君）１点目の短期

被保険者証と資格証明書の件ですけれども、

これにつきましては国民健康保険税は保険料、

要は税の公平で成り立っている制度でありま

すから、所得が少ない、そういう場合につい

ては払えない場合も生じるかと思いますけれ

ども、一応加入者全員に負担いただくのが基

本であります。所得が少ない人につきまして

は、市のほうで個々に納付相談、あるいは払

いやすいように休日につきましても窓口をあ

ける期間を設けておりますけれども、個々に

内容等お聞きし対応をしているところでござ

います。ご理解をお願いしたい。そう思って

おります。 

 そこで、申し上げたいことは、可能な限り

資格証明書の発行については、私は抑えるべ

きだと、機械的にやるべきでないという考え

を持っております。本市の場合も資格証明書

の発行については、随分抑えてきた経過があ

るように記憶します。17年度、18年度で約50

人といいますか、対象になってきているわけ

ですけれども、今度19年度ではかなり300世帯

程度でしたか、対象はあると、最終決定して

ないということなんですが。申し上げたいこ

とは、私の認識では、国民健康保険税を払え

ないというのは、一口で言えば、払いたくて

も払えないという家庭が、私は圧倒的だと思

うんです。 

 それと、２番目の一般財源からの繰り入れ

でございますけれども、これは、国民健康保

険は比較的保険の中でも低所得の方が、加入

者の割合が多い保険ですけれども、国民健康

保険だけを一般財源から繰り入れするという

のは、やっぱり公平の観点から問題があろう

と思っております。社会保険はどうするのか、

いろんな問題は出てくるかと思っております。

何はともあれ、保険料が払えない、そういう

方も年々増加していることも事実でございま

して、これらの方については市の担当が家庭

を伺うなり、あるいは市の窓口へ来てもらっ

て家庭の状況を聞かせていただくなり、時に

は減免することもありますけれども、そうい

う対応をさせていただいておりますので、ご

理解をお願いします。 

 一つの提案として、今回の、高額所得者と

いいますか、260世帯ということで740万円の

増収等を見込んでおるということであれば、

払いたくても払えないというこの部分に、い

わゆる申請減免ですね、申請減免の部分を緩

和できないかと。本市の規程では年間所得

が48万円という、非常に極めて減免を受ける

場合に厳しい条件になっておるんですけれど

も、この740万円を生かして、できるだけ命に

危険といいますか、資格証明書の発行数をや

はり減らしていくというふうなことはできな

いものか、これが１点です。 

 もう一点は、大阪府下で見られるように、

いわゆる一般財源からの繰り入れ等について

もよく検討いただいて、こういう市民の命に

かかわる問題ですから、国民健康保険だけの

運営ではなしに、市長の政治判断ももらって、

できるだけ市民が安心して病院にかかれると、

こういった状況をつくっていただきたいと思

うんですが、答弁願います。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）今、53万円から56万円

に引き上げると。これについては、国の指導

によって、６年ぶりか、７年ぶりかな、値上

げするという答弁であるが、これ、18年度の

引き上げについて、なぜ引き上げなければな

らない理由があろうと思うのか。これ、18年

度の会計年度、健康保険の、だいたい予想は○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 
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どのぐらいの赤字が出てるのか、まず１点と。 

 それから、もう一つは国のいわゆる指導に

基づいて引き上げると、報奨金制度というの

がある。これたしかあったはずなんで。これ

がこの場合に適用されるかどうかという、こ

の２点についてちょっとお聞きします。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）ちょっと18年

度の決算の見込みの数字やら持っておりませ

んけれども、18年度は、当初試算した段階で

は約5,000万円程度の歳入不足が見込まれる、

そういうことになっております。ちょっと、

決算の数字、今手元に資料持っておりません。 

 それと、報奨金なんですけれども、報奨金

につきましては、橋本市においては現時点で

は廃止して。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）その報奨金違うで。国

から。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）国からの報奨

金につきましては、ないものと理解しており

ます。 

○議長（中上良隆君）24番 中西健君。 

○24番（中西 健君）いや、ないってね。こ

の国の基準に、その年にやった場合と、遅れ

てやる場合には違いがあるかもわからんが、

そうした場合に、たしか僕が平成３年か４年

度にこの委員やっとったときに、引き上げれ

ば国から報奨金を出すと、こういう制度があ

ったんでね。それで、今、そのことを聞いて

おるんで。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）大変失礼しま

した。 

 国からいただくのは特別調整交付金だと思

うんですけれども、これは収納率によりまし

て、今ちょっと不確かで申しわけないんです

けども、収納率93％以上の場合については、

調整交付金の交付対象となる。そういうこと

になっております。はい、いただいておりま

す。 

○議長（中上良隆君）よろしいですか。 

 10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）これ、３万円上げると

いうあれなんですけども。私、当然これは市

民の皆さまのご理解を得らなあかん部分も多

いと思いますけども、議会だけじゃなしに。

そのときに私はこの３万円を上げるのはどう

かは別にしまして、これ上げるだけの行政は

今までちゃんとしたことやってきたかという

のをやっぱり市民の皆さんは追及されると思

います。ということは、要するにお金がない

から上げる。ほんだら、滞納、今問題になっ

てますけども、その滞納金額がいかほどある

んかと。それに対してきっちり、生活が苦し

いとか、そういう職がなくなって払えない、

払いたくても払えない人も当然おるでしょう。

しかし、それらの収入の努力をしながら、な

おかつお金が足らんから上げてくれという問

題でしたら、私は市民の人に対してきっちり

としたご説明はできるんですけども、その辺

の金額と未回収の金額ですね、それのどうし

てもだめな部分と、これはあと取れるという

部分のそういうふうなデータがありましたら、

ちょっとお教え願いますか。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）ちょっとデー

タを持ち合わせておりません。ただ、今回の

改正につきましては、53万円を超える方々の

みが影響があると。それで、あの50。済みま

せん。53万円のこれまでの限度額超える方、

先ほどの答弁でも、約260人の方と申し上げま

したけれども、56万円に上げても56万円を超

える方々がほとんどで、限度額をかなり超え

てしまってるということになります。それで、
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所得はかなりおありになる方が対象でありま

す。それと、今回そういうことで、高額の所

得ある方を上げないとしたならば、中間所得

者層、100万円から400万円程度の年収の方々

が中心の世帯なんですけれども、この方たち

の階層に保険税額が重くのしかかってくる結

果となります。それで、改正の措置について

は中間所得者層の方の税率の軽減、負担を軽

減するという大きな意味合いがありまして、

高額所得者の高い人からいくらでも取っても

いい違うのかなという議論じゃなくて、負担

できる方については負担していただく。その

ために３万円やむを得ず値上げさせてもらう

ということで、ご理解いただけたらと思いま

す。 

○議長（中上良隆君）答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）本市の国民健

康保険の医療費なんですけれども、医療費の

特徴は県下的にも高い状況となっておりまし

て、１人当たりの医療費は平成16年度で38

万3,516円で、県平均をやや上回っている状況

でございます。医療費の年齢的要因を除いた

指数であります地域差指数で見ても高い指数

を示しており、これが根本的に国民健康保険

の収支に大きな影響を与えて、及ぼしており

ます。このために平成16年度から医療機関に

たびたびかかっておられる方につきましては

訪問指導を行い、多重診療の方への健康相談

の強化充実に努め、あわせて生活習慣病の予

防とか骨折転倒の筋力アップにも国民健康保

険事業で取り組んでいるところでございます。 

○議長（中上良隆君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）これ、二百数十人の理

解得られると思ってますか、そういう物の答

弁していただいて。ほな、皆さんに聞きます

よ。皆さん、高額所得者やから、給料一律何

ぼずつ下げましょうかって言われて納得する

んですか。その理由を述べなあかんでしょう、

まず。なぜ、給料を今より削減されるのか。

これかってそうなんですよ。だから、高額だ

から、給料ぎょうさんもうとるさかいに、そ

っから金取るんやって。それで、納得しても

らえますかね、これ。納得できますか。だか

ら、私が言うでしょう。市が行政がきちっと

上げるだけの努力をしてなおかつだめやから

高額所得者からいただく、こういう理解をお

願いしたいんやということ、そういうちゃん

とした説明、二百何人でも結構ですよ、説明

できるだけのきちっとしたものがないでしょ

う、だって。何ぼ金あっても取られるのは減

るのはいやですよ、だれだって。ちゃんと、

きちっとした説明があれば別やけど。その辺

の説明をきちっとしてくれませんか。お願い

します。 

 それと、税の賦課徴収につきましては、ち

ょっとこれ古い資料で申しわけないんですけ

れども、16年度の国民健康保険税の歳入総額

につきましては12億7,681万円で、15年度よ

り554万7,000円増加しております。収納率に

つきましては、16年度92.66％で前年度よ

り0.09％上昇、わずか。 

○議長（中上良隆君）10番 平林君。 

○10番（平林崇行君）議長、質問と違います

けども、全然中身が。私はどういった説明を

するんですかと聞いてるんですよ、二百何人

に対して。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）これにつきま

しては広報誌等で啓発していきますけれども、

これにつきましては既に市長専決処分として、

既に専決処分させていただいておりますけれ

ども、改定にあたりましては国民健康保険運

営審議会等での答申もいただいて執行してお

ります。 

 そういうことで、後追い的にはなりますけ
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れども、広報誌等を通じてＰＲに努めていき、

理解を求めていきたい、そう考えております。 

○健康福祉部長（上田敬二君）さきの議会で

もカード化についてご質問いただいたところ

ですけれども、そのときは検討していくとい

うことでお答えさせていただいておると思う

んですけれども、カード化の方向につきまし

て時代の趨勢だという認識をもって検討して

おります。 

○10番（平林崇行君）わかりました。 

○議長（中上良隆君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）ここで、ちょっと、

確認というか、参考のために教えていただき

たいのは、この条例改正の３万円の違いで、

先ほど53万円の基礎の税額の人が260人と言

われているんですけど、３万円の違いでどの

ように、こう今までの推計ですね、どういう

ふうな形になっておったのか、それだけ参考

に聞かせてください。56万円になったらどう

なるんかとかね。さっき、ちょっと説明され

ておったのかもわかりませんけど。ちょっと

理解させてほしいんです。 

○議長（中上良隆君）９番 上田君。 

○９番（上田良治君）これは740万円、上がっ

てくるお金でやってくれるんですね。それ積

み立てて、それで、きっちりカード化を、一

人一枚持てるようにサービスをちゃんとした

ってくれたらね、皆、納得してくれると思い

ます。それだけをきっちり言うたってくださ

い。 

○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 ○議長（中上良隆君）９番 上田君、答弁と

質問が食い違っているんで。 ○健康福祉部長（上田敬二君）今回の改正に

よりまして、先ほど言いました260人の方が新

たに３万円負担増になるということだけで。

その他の方につきましては影響はありません。 

○９番（上田良治君）わかってやっています。 

○議長（中上良隆君）もう一度。 

 市長。 

○議長（中上良隆君）９番 上田君。 〔市長（木下善之君）登壇〕 

○９番（上田良治君）この国民健康保険、53

万円から56万円に上限を上げていく、３万円

上がるということなんやけどね。この260世帯

の740万円の増になる。やっぱり、納得いかん

と思うんやで、これ、まじめに働いて、一生

懸命稼いどる人。だから、これ一般に事業し

とる人も、やっぱり値上げしたらサービスし

たらなあかん。付加価値つけたらなあかんと

いうことで。やはり、国民健康保険、私、こ

れ、でも酸っぱ言うてるけどね、一人一枚持

てるようなカード化、これ積み立ててしたっ

てほしいんや。そういうことをしてこそ納得

するけど。だから、そういったサービスをし

っかりしたってくれる。積み立てのお金にな

りでね。これ、聞いときます。カード化にし

たってくれるんでしょう。 

○市長（木下善之君）本件については多くの

皆さん、６名ですか、いろいろとご心配をか

けていただいておるわけであります。まず、

七百何万円ということはちょっと横へ置いと

いて、上田議員の。富岡議員の底辺のね、そ

ういうカード云々というような問題について

は、できるだけに今後個別に濃密に指導さし

ていただいたりして、納得いただけるような

納付という形をつくっていかなければならな

いなと思っておるわけではありますが。 

 昭和50年に、私、そっちへ座っておったん

ですよ。50年に、もう三十幾年前ですか。そ

のときには、記憶があるのは、最高限度額、

国民健康保険運営審議会で決めてしたのは12

万円ですよ、12万円。私、そのときに質問し

た。これはやがて100万円の時代が来るぞと言

うたら、皆、腰抜けかけた。今、まだ、56万○議長（中上良隆君）健康福祉部長。 
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円ですか、まだ、思っておったより、低いで

すね。100万円の時代が来るというのは、三十

何年前に私、言いましたよ。これから、二、

三十年したら、またそういう最高限度額が来

るかわかりません。だから、我々としては、

これはもう、皆さんご承知のとおり相互扶助

の精神にのっとって、みんなの最高限度額と

いうのは５万8,000円か7,000円で、そこから

上は全部みんなで総持ちということになって

おるわけでありますが。できるだけ、やはり

市としましては、体力づくりとかいろいろと

野外でのハイキングでとか、あるいは室内で

も、私、あいさつに再々行くからよくわかり

ますけども、いろいろのシステムで体力づく

り健康づくり、高齢化社会に向けて、あれぐ

らいやっておったら大分今度下がるんかなと

いうぐらいね。やっぱり健康管理というのは

自分自身がしっかりと持ってもらってね。最

近は、医療の高度化というんですか、高度医

療の機器が非常にたくさん日進月歩で出てお

るわけであります。それらをどんどん使いま

すから、点数がどんどんウナギ登りに上がる

んですね。人の命というのは地球より重いと

いうことはもうご承知のとおりでありますの

で、そら、高度な治療をやっていくのが必要

でございますけれども、やはりそういう以前

の健康管理をこれからお互い。 

 岩手県の沢内村というのが、インターネッ

トで引いてください。私、もうここでなんべ

んも言ってます。日本一の悪いのが、今モデ

ル的に日本一、国会でも説明されて、得心も

感心もしておるわけでありますが、１回イン

ターネットで引いといてください。 

 ほかに、いろいろ上田、平林議員のご質問

もありますけども、あんたも、健康祭りの先

頭立ってますんでね。そこらでひとつしっか

りと、また、お願いしたいなと。みんな力を

ね。これ、上げざるを得ないということはご

理解いただけたと思うんですが、それを、で

きるだけ、やっぱり、これからそれを下げて

いくという方法も一つの方法でありますので、

職員、議会一つになって適正な国民健康保険

運営というものをやってまいりたいと思いま

すので、よろしくご理解のほどお願い申し上

げます。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります承認第５号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

○２番（阪本久代君）橋本市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の、専決処分事項

の承認に反対する立場から討論を行います。 

 今回の一部改正は、最高限度額を53万円か

ら56万円にするというもので、対象になるの

は一般的に高額所得者の方です。しかし、老

年者非課税措置の廃止、介護納付分の大幅引

き上げに続く値上げであり、国民健康保険税

だけではなく、所得税、住民税においても定

率減税が廃止されており、相次ぐ増税により

市民の負担が増えている中での増税になりま

す。市民の暮らしを守る立場からも納得でき

るものではありません。よって、反対をいた

します。 

○議長（中上良隆君）ほかにありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

 これより、承認第５号 専決処分事項の承

認について（橋本市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例） を採決いたします。 

 本件は、承認することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中上良隆君）起立多数であります。 

 よって、承認第５号は承認することに決し

ました。 

                     

○議長（中上良隆君）次に、選第１号につい

て質疑を行います。 

 ここで、地方自治法第117条の規定により中

谷晉君の退席をお願いいたします。 

〔16番（中谷 晉君）退場〕 

○議長（中上良隆君）質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）質疑がないようですの

で質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります選第１号については、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、選第１号 橋本市監査委員の選

任について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中上良隆君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

〔16番（中谷 晉君）入場〕 

○議長（中上良隆君）この際、暫時休憩いた

します。 

（午後１時50分 休憩） 

                     

（午後３時15分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 
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